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中世後期アルザス・ロ レーヌ地方における

「慣習法文書」と「判告集」

I は じめに

本稿は13・14世紀のアルザス・ロレーヌ地方に

おいて領主一領民間の慣行を成文化した二種の法

文書、「慣習法文書」と「判告集」 を比較検討す

るものである LI。領民の合意を得て領主が作成し、

単ーもしくは複数の集落を対象として発給された

「慣習法文書 (chartede franchises / charte de 

coutumes)Jは、フランス北東部を中心にフラ ン

ス王国全体で数多く確認され、フランス 中世農村

史研究の基木的史料のーっとされてきた。他方、

集落内の居住民を召集して開かれる一種の全体集

会である裁判集会の場で、領主及び領民の諸権利

に関して領民側が行った判告を成文化 した「判告

集(rapportde droits/Weistumer) Jは、 ドイ

ツ中 ・近世の重要な農村法史料として、ドイツ史

学界において多くの研究史的蓄積を有している 210

後にみるように、今日両文書の機能的差異が指

摘されることはなく、それらはともに諸侯を含む

領主層が、領民と協働 して自己の支配権を安定さ

せるために作成した文書であったと位置づけ られ

ている。しかし両文書は文書普及の年代的範囲、

地理的範囲、成文化手続きにおいて基本的な相違

を見せている。そしてこの相違は、問機能を果た

した文書の年代的 ・地域的な偏差にとどまるもの

ではなく 、それぞれの文書を受領した地域間の統

治構造あるいは集落構造の違いに由来する可能性

を持つのではないかと思われる。

そこで本稿では、両文書が同時期に併存して現

れるものの、ロレーヌ地方中央部を南北に流れる

モーゼル川を境として、東方には判告集の、また
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西方には慣習法文書の緊密な普及が確認され、両

文書の移行地帯となっているアルザス・ロレーヌ

地方の諸集落にこれらの法文書が授与される経過

を辿ることで、両文書の歴史的意義について改め

て考えてみたい。以下、まずは両文書に関する研

究史を踏まえ、 比較の可能性とその視角を明らか

にする。

E 研究史と課題の設定

両国の学界がこれらの文書をどのよ うに位置づ

けてきたのかその研究史を辿ってみると、ともに

共同体説から領主制説を経て領邦権力説へと展開

してきており、その方向性は共通している。即ち、

まず'慣習法文書に関してみると、史料の刊行事業

が開始された19世紀以降長らくこの文書は、フラ

ンス革命の理念を先取り し、農民の地位を向上さ

せ農村共同体に自由を認めた特許状であると見な

されてきたが、 1960年代の後半からは領主層特に

諸侯層の政治的意図の中に位置づける傾向が顕著

である 31。一方判告集は、 19世紀の段階では農民

の自由を認め確定した文書と見なされていたが、

早くも20世紀初頭にグルントヘル利害に基づく 荘

園法的性格の文書と主張されて以降、第二次大戦

後は村落 (裁判)領主、グルントヘル、村落共同

体という 三者間の権力関係規定の文書として、そ

して近年では特に近世期において領邦君主権力確

立の一手段として機能する可能性を指摘する見解

も現れている 41。

かかる動向にあって、両文書が併存して現れる

ロレーヌ地方を対象としてその比較を先駆的に行っ

たのは Ch.Edペランであっ た510 1946年に発表

された論文の中で彼は、両者を、領民への特権授

与を主目的とする慣習法文書と、領主権の確定を



主目的とする判告集として対照化させた。彼の主

張は、結果的には論文発表時点での両文書をめぐ

る研究動向に沿う形になっているが、彼は論拠と

して次の四点を挙げている。まず第一に文書保管

状況を挙げ、慣習法文書は集落内の文書庫に保存

されたのに対し、判告集は領主側の文書庫に保存

されていることを確認する。次いで授与領主の性

格に着目し、世俗領主が多く授与する慣習法文書

に対し、半IJ告集はアヴエとの権利領域確定に苦慮

する教会領主が数多く 作成 しているとする。そし

て第三に文書作成に際してこれら教会領主は、判

告集作成の場となる裁判集会をその召集から運営

の全般に渡って統制していた。最後に、文書内容

を比較した場合慣習法文書の方がそこに含まれる

諸特権の内容、 例えば廃止・定額化される領主制

的諸賦課の種類と質において、また村方役人選出

を領民側に完全に委ねているなどの点において判

告集を上回るとした。以上の指摘を踏まえて彼は

「領主制的賦諜の負担に耐えかねた農民の抵抗運

動を反映したものが慣習法文書であったとしても、

判告集の登場に関して主たる役割を演じたのは頑

として領主側の意図であった」と主張したのであ

る6)。

その後アルザス・ ロレーヌ地方の両文書を巡る

研究は、全般的研究動向の変化を反映して、両者

の機能を接近させる方向でベランの主張を修正し

ている 7)。まず慣習法文書に関 しては、文書普及

に現れる領主層、特に世俗領主の政策的意図が様々

な形で確認されている。例えば、パリアージュ契

約を伴う文書授与の経過や文書前文の記述から、

新村開発・廃村復興のための人員確保あるいは共

同領主との間の係争解決 ・権利確定を目的とする

領主の姿が読みとられる 8)。 またアJレザス地方に

おける慣習法文書受領集落がライン川沿いに点在

していることや、ロレーヌ 地方においてパール伯

がヴ、エルダン司教領を取り囲む形で行った文書授

与ーなどの事例を挙げて、普及の地理的分布と領主

層の支配領域を関連づけ、そこから文書授与を通

じた辺境及び拠点集落に対する支配権安定化の意

図が指摘されている 9)。また文書普及と並行して

行われた裁判行政上のシェフ・ ド・サンス整備に

有力領主層による支配圏の法的統ーへの意図も見

出されている則。 他方、 判告集に関しては、そこ

に盛られた領民側への特権付与の側面、例えば共

同体的賦課徴収権、大小獣の狩猟権、 通過税の免

除などを改めて指摘することで、この文書が一方

的に領主利害に由来するものではないことが確認

されている川。

このように研究は文書内容や普及状況を巡って

網羅的になされており、それは両文書の機能を同

ーの方向で理解する結果となって、今日その差異

が問題としてとりあげられることはほとんどない。

それに伴って、両文書聞の影響関係を指摘する声

もある。しかし改めて両文書の普及状況を考えて

みると、 一定の地理的境界線を持って両者が普及

している事実について、依然として説得的な議論

を展開していないのではないか、という疑問が生

じる。ペランの研究により我々はロレーヌ 地方に

ついて280通の慣習法文書と257通の判告集を、ま

たガンフオファーによってアルザス地方に関して

60通の慣習法文書と、 600通に上る判告集を確認

しているへ この時その分布状況は特徴的である。

先に述べた通り 、モーゼル川を境界としてその西

方には慣習法文書の緊密な普及が見られ、判告集

はルミールモン修道院やサン ・ミール修道院が作

成したものがモーゼル川近辺のごく 僅かな地域に

しか普及していない。これに対して、モーゼル川

の東方では面をなして判告集作成集落が広がる中

に、慣習法文書受領集落が点在する形になってい

る。従来の見解では、特にモーゼjレ川西部の農村

地域に判告集の普及が見られない点について、充

分な説明を与えていないように思われる。理由は

いくつか考えられるが、ここではそのーっとして、

これまでの研究が一貫して授与 -作成領主側の多

様な政治状況を文書普及の規定的要因として重視

してきたのに対して、 対i侍する集落、集落民の多

様性は、配慮されることはあっても同程度の重要

性を認められてこなかったという点を指摘したい。

そしてこの時改めて注目する必要があるのは、両

文書を生み出していく領主一領民間の法的活動の

場としての集落の、文書作成前後の状況、つまり

集落倶ijがどのような状況にあり、領主がそれをど

のように捉えて政策を展開していったのか、そし

てその展開と慣習法成文化過程との関連であろう 。
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それは慣習法文書と判告集が普及した集落それぞ

れの経済的機能や法的地位の総体的比較に基づい

て前者を都市的集落、後者を農村的集落と主張し

て済ませる ものではなく 13¥慣行成文化作業への

集落民の関わり方を問題にするものである。そこ

で本稿では、慣習法文書を受領した集落と判告集

が作成された集落の社会状況を比較史的に検討し

得ると思われるいくつかの事例を提示することで、

両文書普及地域における慣習法成文化過程の特質

について本格的に考察するための手がかりを得た

し、。

以下、まず慣習法文書普及地域について、当該

文書が購入されていく経過を中心に、普及前後の

社会状況を概観する(皿)。それと並行して、 同

時期、後の判告集普及地域において生じていた共

有地を巡る争いを、周辺史料を用いて明らかにす

るとともに、その判告集への影響について慣習法

文書と比較しつつ検討する (N)。以上の検討を

経て最後に、両文書普及集落における現実的な法

的活動の場としての裁判集会の構成と機能を両文

書中の言及から再現し、その活動の特質を明らか

にしたい(V)。両文書を生み出 した集落の構造を

比較するという検討の性格上、本稿は両法文書作

成・ 普及の全過程ではなく、 13・14世紀という限

られた年代を取り上げているが、この時期は慣習

法文書が集中的に授与された時期をほぼカバーし

ている一方で、、13世紀後半以降約3世紀に及ぶ長

い普及期を有する判告集に関しては、 その初期的

普及段階に留まる。しかし判告集が生み出されて

くる集落の構造は基本的にはこの延長線上に考察

しうると考えており、また同時期に集中して作成・

授与された慣習法文書と比べ、長い歴史的過程を

有する判告集の場合、その機能をより正確に位置

づけるためには、それぞれの場合における多様な

政治状況を改めて検討する必要が生じてくると思

われる 。従って今回の検討は、授与の集中ゆえに

史料的に恵まれた慣習法文書を分析の中心に据え、

そこから推測される諸傾向を判告集との比較を通

じて際立たせるという方法をとっているが、分析

の比重に明らかな差が存在するという限界もまた

有している。

ところで、かかる両文書の分布のあ り方を理解

する上で、上記の検討とともに文書授与・ 作成領

主の性格を改めて考慮してみること は有効であろ

うし、また重要な論点を含むと思われる。例えば、

全体的にみて慣習法文書は世俗領主が、また判告

集は教会領主が多く授与 ・作成の当事者となって

いるのであるが、モーゼル川付近で判告集の作成

を主導したのはメッス司教及びその周辺の修道院

勢力で、反対にトウールやヴ、エルダンの司教領に

おいては判告集が作成されることはなく、むしろ

慣習法文書の授与が積極的に行われている。

もともと ロレーヌ地方の諸司教座は、ねIJ聖ロー

マ皇帝によって伯権力が付与され、カロリング的

な司教による世俗権力の行使に保証を与える こと

で、そこに公的性格を賦与する形になっており、

メッス、 トウ ール、ヴェルダンの三司教には、い

ずれも非ロレーヌ地方出身者が就任し、 l並俗の教

会守護(アヴエ)に過度に依存することなく、む

しろその統制にもかなりの程度成功していた とさ

れる叫。 しかし司教の出自に関して、 トウールや

ヴェルダンにおいては、次第に同時期のフランス

諸地域と同様に在地の司教座聖堂参事会員から司

教に昇絡する事例、即ち12世紀後半からは、これ

らトウールやヴェルダン司教にパール伯家やロレー

ヌ公家の血縁者が、あるいは彼らの封臣の家系の

者が就任する事例が現れるとともに、この時期頻

発し始める都市トウ ールやヴ‘エルダンの住民騒乱

を鎮圧するために、パール伯やロレーヌ公、ある

いは両者に援助を求め、その後教会守護権を彼ら

に委ねる場合もあった則。対してメッスにおいて

は、確かに司教が在地の司教座聖堂参事会員の中

から選ばれると いうことはあったが、彼らは家系

的にもパール伯家やロレーヌ公家と は離れており 、

実際これらの領主には対抗的で、領域内住民の反

乱に際して彼らではなく東方のアルザス諸侯に救

援を求めている。また13世紀後半にはパール伯と

ロレーヌ公がメッツ司教に対抗して問問を結んで、

いることも知られている 16)。こと慣習法文書に関

しては、例えばリュクサンブール公領では、女伯

エルマンソンが慣習法文書授与に実績のあったパー

ル伯ティボー l世と結婚して以降当地における文

書普及が始まっている ことから、特定の系族関係

の成立が普及の契機になることが明らかにされて



おり炉l口べ7

|関羽係が、両文書の普及に際して色濃く反映してい

る可能性はある。しかし今回はこの点については

全く 取 り上げることは出来ない。今後別稿を以て

検討し、より構造的な理解ーを目指したい。

E 慣習法文書普友地域

1 領民による慣習法文書の購入

慣習法文書の普及状況は、先述の通り多くの点

で領主の政策的意図を裏付けるが、他方授与を求

める領民側の意向も無視することはできない。文

書の作成に際し領民側が積極的に参加している場

合それは明白である。しかし通常慣習法文書は、

他集落とほぼ同じ内容のものに部分的な修正を施

すだけで、あるいは I.・・ の集落に・・・の諸

特権を認める」という宣言を有するのみで具体的

な内容を伴うことなく普及していくのであるが18)、

この場合でも領民側の意向は推測される。それは

12世紀後半から13世紀初めにかけては文書授与に

先行する集落住民の領主権力への抵抗運動の存在

によって、また13世紀中頃以降は領民側の金銭支

払いによる文書購入によ って、である。特に14世

紀以降のアルザス・ロレーヌ地方における文書授

与として確認されている30例のうち、 28例は何ら

かの形で、金銭を支払った結果として文書が授与さ

れている則。 これまでこの文書購入は、文書に含

まれる特権が領民にとって大きな魅力であったこ

とを示すものとしてのみ理解されてきた則。購入

の経緯を具体的に知ることは非常に困難であるが、

比較的詳細に知られる一例を挙げて見ると、コメ

ルシー領主領では1336年 5月3日に領主ジヤン l

世が、ラヌーヴィル・オ・リュプトの住民に対し

て、 1244年に初めて認められ、 1269年に確認を得

ていた諸特権に関する再確認の慣習法文書を、

「余の住民 (burgensesnostri)の求めに応じてJ
200リーブJレの支払いと引き替えに授与した。続

けて 6月には立て続けに 4集落か ら100、150、

200、100リーブルの支払いを得て、 一昨年サン・

オーヴァンの領民に認めたのとほぼ同内容の文書

を授与し、これを以て当該領主領における文書授

与は終結するへまた特許状の購入は、安いもの
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で50リーブルという事例もあるが、通常は数百か

ら数千リーブルで、これは一括して支払われる場

合と毎年一定額の支払いを約束する場合があっ

た制。いずれにせよ、ロレーヌ地方の有力領主で

あったパール伯の1281年会計年度の伯領からの総

収入額が8000リーブルであったことを考えると、

その購入総額は高額であった制。

上記の経緯から、従来の理解に加えて、普及地

域における貨幣経済の広範な浸透と、それを背景

として文書売却を一種の財政手段とする領主側の

意向、及び高額な購入費を用意できる富農層の存

在を想定することが出来る。購入を文書普及の決

定的な要因と見なし、所領規模に比して文書受領

集落の少なさが指摘されてきたロレー ヌ公領につ

いて、その理由を当地の経済的後進性と結びつけ

るコランも同様の理解にもとづいているヘ

もっとも、金額が揃わない場合には高利貸しの

手を借りることもあり、直接的な関連は明確では

ないが、慣習法文書普及の最盛期である13世紀後

半には、高利貸し業者がロレーヌ地方に急速に進

出したこと、 4守にパール伯領においてその傾向カf

大きかったことが知られているお}。 したがって購

入の事実は、受領集落民全体の経済力の上昇を直

ちに意味するわけではない。また貨幣経済の浸透、

高利貸し業者の進出は、慣習法文書が特権として

集落民に与えた財産の自由処分権が、かえって彼

らをして金融業者 ・質屋・高利貸しに対する債務

過重に陥らしめる危険性を生み出していた。そし

て負債a を抱えた住民は、慣習法文書が領民に認め

た権利を享受出来ないという状況もまた生まれて

いた。家屋が老朽化 した時にも転居は出来ず、そ

の家屋を修繕しなければならなかった集落があっ

たのに対し、慣習法文書の多くは、その財産を領

域内の誰かに譲り渡すという条件で、あるいは例

えば1274年にゴルツェ修道院が集落ドルノに対し

て授与した文書に見られるように特定の義務を果

たすことで刷、「自由なj離村を認可している 。

しかしかかる移動の自由が、実際には負債のため

自らの財産が担保になってしまって許されず、離

村が不可能になっていたという事実が確認されて

いる2710



2 文書規定から

農一村を取り囲むこ うした経済状況は慣習法文書

の諸条項のなかにも反映されている。当該文書は、

通常①市場開設日数の増加l②通過税の免除③商品

売買税 ・酒税の免除④入/出市税の定額化⑤定期

市/週市に参加する外来者の身体保護、など市場

の発展に配慮する規定が判告集と比べて豊富に含

まれていたことが知られているが、新開墾地もま

た、純農業集落に留まっていることを期待されて

いたわけではなかった。正しくもコランが指摘し

たように、確かに多 くの文書中で新開墾地への農

業的配慮、即ち十分の一税額を記した条項で、既

耕地に義務づけられた12ゲルブにつき 2ゲルブの

小麦の支払いが、新開墾地では14ゲルブにつき 2

ゲルブに減額されているということは見られるが、

これに続く条項で、いくつかの文書で、は水路とと

もに領主所有の森林地に関する自由な用益権

< usus/ usus nemoris liberum>を認めた上で、

またそうした条項を含まずとも多くの文書では、

新開墾地であれば「税の支払いなく自由に炭焼き

場を築き、木炭・灰を製造することを許可」して

いる劃。このうち木炭は鉄の精錬用に、また灰は

粘土とともに毛織物の洗浄用に使用されたと考え

られるから、鉱業・手工業の発達と関連した森林

開発がそこには意図されていたことが明らかとな

る。従来教会領主層の慣習法文書授与への消極性

は、領民への特権授与に伴う教会財産の減少を忌

避したいためとされていたが田)、文書授与に伴う

このような展開、即ち、特許状の授与によ って集

落内における住民構成が、その殆どを農業専従者

が占める段階から商業 ・手工業従事者層をも含む

段階へと変化していく、もしくは現実にそうした

変化が生じつつあったことへの跨踏によって説明

される可能性を示している。

3 文書受領集落のその後

文書受領集落のその後の経過についても触れて

おきたい。文書授与とそこに含まれる一連の規定

は常に集落の発展をもたらしたわけで、はなかった。

例えば1238年にシニー伯アルヌール 3世より集落

ブルーとと もにボーモン系列の文書を受領した集

落エスクラピーは、恐らく集落ブルーに近接して

いたと思われるが、文書の写本が作成された15世

紀段階にはその存在が確認されていない。1269年

にパーJレ伯テイエボー 2世とオタンジュ領主ニコ

ルの子ジラールとがボーモン系列の諸特権を認め

た集落アスロイなども、 13-世紀の末には集落 トリュー

の一部として吸収されている。また1261年に同伯

が、比較的規模の大きかった集落ポンタムーソン

に近接する 9ケ村に対し、集落ス トネー と同内容

の慣習法文書を授与した際、そこに含まれていた

集落ティレイは、後に廃村化してしま ったことが

確認される制。 こうして、 慣習法文書を受領後一

通の確認文書もないまま小規模な集落のままにと

どまっていたり消滅してしまった集落が複数存在

している。その理由としては、ひとつには領主が

新村の開発において十分に人口を集めることがで

きずに失敗したという場合があったし311、またも

う一つの事例としては、領民側の無理な購入がた

たったという場合もあったへ 他方、大規模化・

市場の発展を見、幾度も確認文書を受領している

集落も存在している。集落マルヴイルは、 12世紀

末パール伯テイエボー 1世がボーモンの特許状に

範をとった特許状を初めて授与して以降、領主の

代替わりの度に合わせて10通の確認文書を受領し

ている制。

また授与領主の中で、中小領主層ほど領民の軍

役奉仕、特に見張りや集落防備を主内容とする守

護軍役を留保しているのであるが、このような内

容を持つ特許状を受領した集落モワ リーや集落オ

リクシ一、また集落ラ ・ムイリーなどでは、後に

文書が改訂される際に、集落側が砦の建設や周壁

の設置といった集落の防御を自らの責任において

執り行うかわりに、領主側から諸収入手段、例え

ば①フランシーズ領域内及び近隣の小教区内で販

売されるワインに対しての謀税権(モワ リー、オ

リクシーの場合)、また②牛・豚などの狭道通行

に際しての課税権(ラ・ムイリーの場合)を付与

されており、さらに城代やプレヴォ、その他の領

主役人に対して、いかなる事情があれ、住民側の

武器と装備を担保として差し押さえることを禁止

する旨の規定を加える ことで、領主と協力 して防

御機能を高めていく集落も存在していた判。

このように特許状の授与 -受領は常に同様の結



果をもたらしたわけで、はなく、その成否は流動的

であった。慣習法文書受領に相前後して、集落は

周辺の社会・経済状況に影響されて、その住民構

成、あるいは集落の性格を多様化させつつあった。

上記の検討は主としてモーゼル川以西を中心にな

されたものであるが、頻繁に判告集が作成された

モーゼル川以東の地域にあって慣習法文書を受領

した集落が、いずれも市場を有し、またそれゆえ

に各研究者によって都市的集落と見なされている

ことはお)、かかる傾向との共通性を示すものとし

て理解されるべきであろう 。

N r共同体」意識を巡って

1 判告集作成地域における 「共同体j意識の発達

慣習法文書がフラ ンス北東部を起点としてロレー

ヌ西部で広く 知られ、またロレーヌ東部やアルザ

ス地方にも普及しはじめた13世紀において、将来

判告集を作成する集落では村有耕地・共同牧地・

共有林の法的な位置づけを明確にしようとする動

きが活発化している。この時領民は、森林地や牧

草地を共同体 (universitas，communitas)に属

する財産 (comunia)と見なして領主に対応して

おり、これらが同時期の史料中に現れるとともに、

後に作成される判告集のなかにも取り入れられて

いる。

例えば、 1241年には次のような係争が生じてい

る。 フンツフェルトの共同体(uni versi tas)の

代表ルドルフは、サン=アルボガスト修道院によっ

てある牧草地に関する共同体の所有権(posse-

sio)が排除されていると主張し、共同体の名の

もとでのその回復を求めた。これに対して修道院

側は、①この牧草地がかつて修道院の自由地であっ

たこと、②ここを牧草地として整備したのは自己

の費用によるものであること、③それには40年の

年月を要していることを反論材料として挙げた。

これらの訴えを聞いた上で、ストラスブール司教

下のプレヴォは、住民側の訴えを次の理由を以て

却下した。即ち、 ①少なくとも40年間は修道院が

この土地の保有を行っており、②牧草地は修道院

の手によって作られていること。結局、住民共同

体の訴えはここでは退けられているのであるが、
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ここから次のような事情がうかがえる。先ず第ー

に、集落フンツフェ ルトは、 一人の代表を立てう

る共同体を形成していること。第二に、この共同

体が共益に関わる事由に関して行動していること。

そして最後に、教会勢力はこのような生成を始め

つつあった共同体に対して、抵抗を示していると

いう点である制。

これとは反対の事例もある。 1252年に集落オ

ルパイの共同体 (communitas)はパイリス修道

院が有していた複数の牧草地を勝手に耕地に開墾

してしまったことについて修道院によって訴えら

れ、以後住民は当該修道院及びその代理人 (proc-

urator)の承諾を得るよう求められている問。 ま

た1255年に集落ラ インハイムの共同体とパイ リス

修道院との間で紛争が生じた際には、修道院側が

所有していた牧草地二箇所を集落側に与え、 他方

住民は自分たちの家畜が草を食べるところ全てに

おいて修道院側の家畜を大小を問わず放牧させる

ことを認めており、集落共同体が有する牧草地の

下に修道院側の放牧活動が行われている状況が見

られるお)。

1257年には、集落ドッセンハイムの共同体

( universitas)が、ノイヴイレール修道院に対し

て、当集落近郊にあり、修道院が所有する森林ブ

ライテンツフ ロッツの用益権、特に当地における

家畜の放牧権を求める訴えを起こした。結果的に

当該共同体に特権は与えられなかった。しかし個々

人に対しては、修道院による伐採の事前承認及び

使用材の指定という条件下で、災害もしくは放棄

によって傷んだ家屋や納屋の修復・再建のため資

材を伐採することが認められている。ここには明

らかに、共同体が個々の領民とは別の形で、領主

側と対抗するものとして意識されている則。更に

1262年には集落ガイスポルツハイムの共同体

(Gemeinde)が、数人の貴族及び都市 Stras-

bourgとの間で翌年の復活祭までの中立を取り決

めており、都市に並び立つ存在としての集落共同

体の姿がうかがわれる刷。

また1284年にはノイヴィレール修道院が、集落

シュパルツバッハとの簡で森林ブクスヴイレール

とプフアッフェンハイムの用益権を巡って係争を

起こした。その結果、領民側は任意に木材を得る



ことができるようにな った一方で、修道院1l!11は共

同体の承諾が得られた場合にのみ必要な木材の伐

採が認められている。この事例では、共有地に対

する共同体の所有権がより 明確に確認されてい

るヘ 当然こうした共有地の譲渡は、共同体の承

認があって初めて成立する。1280年集落グレスヴイ

レールの共同体 (Gemeinde)が、 Johamnitesde 

Dorlisheimに対して世襲賃貸借の条件でこれま

で共同体が有していた道路の所有権を譲渡してい

る事例や叫、また1294年に集落シルハイムの共同

体 (universi tas) とその村長 (scultetus)Gozzo 

は、領主の代理人 (advocatus)Henriと合意の

上で、通称 Hunderなる人物に対して年間 lリー

ブルの蝋を当地の教会に納めるという条件で、集

落の牧草地の一部を譲渡している事例などはそれ

を示している制。

こうして判告集を後に作成していく集落にお

いては、いわゆるコミューヌという形態を実態上

とることはなく、また史料上にもそうした表現が

現れることは殆どないが、「共同体」たる村落団

体が、共有地の問題を巡って積極的に現れてきて

いる。そしてこれらが後に判告集の作成に際して、

領主側に対峠する一方の当事者として立ち現れて

くる。但し、この時点での共同体所有の財を巡る

諸々の係争が直線的に判告集を生み出していくわ

けではない。そこにはまた別種の政治状況を想定

しなければならず、本稿の範囲を越えている。ま

た、ここで確認されるのは、集落全体に関わる問

題について枠組みとしての共同体が有効に機能し

ていた可能性であり、その内部が常に意見を一致

させていたわけではない。H.デュブレの指摘に

よれば、先に挙げた1241年の集落フンツフェルト

の事例に際し、プレヴォの求めに応じて、修道院

側を支持する証言を行った住民が存在していたと

いうへ

2 共有地問題を巡る両文書の規定

慣習法文書では、特権享受の対象者は<burgen-

ses， homines， homines pacis>として、また特権

付与の対象となる領域は<villa， terminos pacls 

>として明示されているものの、集落が「共同休」

と表現されて現れてくる事例は、いくつかの文書

中で集落防備のための費用を「共同体の全住民」

が支払うことを取り決めている箇所を除けば確認

されず刷、集落全体に関わる問題に住民が関与す

る時には彼らは常に「住民(= homines， burgen 

ses)Jとして現れている。例えば村方役人の選出

で、必要とされるのは「住民の同意」であったし、

新しい水車は「住民 (burgenses) の同意なしに

建設することはできない」のである。もっとも、

この時期の不動産譲渡では「住民の同意」ゃ「富

めるものも貧しきも全ての住民Jという表現は常

套句と化していたから刷、表現自体が直ちにそう

した同意の現実的な必要を意味してはおらず、上

記の規定が果たして実態をどの程度反映している

のかという問題は残されるが、こうした慣用表現

がここで選択された理由を考えることは可能であ

ろうし、少なくとも史料中の表現からは枠組みと

しての「共同体 (universitas，communitas) Jを

明確に読みとることは困難である。

また共有地に関して当該文書がどのように規定

しているか、関連する条項を探してみると、まず

放牧地に関する規定では、家畜の放牧を中心とす

る用益権は、「年限を限らず」あるいは 「一年間

に限って」領民に認められるものの、その<

dominium>は依然として領主が留保し47)、他方

森林地に関しては、枯れ校採取権は領主の許可が

ある場合にのみ認められ、生木の伐採は認められ

ず、違反した者には 5スーから30スーの罰金が課

されている。また集落内にあるぶどう畑 ・牧草地

などは、もし無断で侵入して領主が派遣した見張

りや収穫番役人 (custos)に見つけられた場合に

は罰金の支払いを命ぜられる立入禁止区域であっ

た叫。 加えて、慣習法文書受領集落では集落住民

が利用する牧草地や森林に関わる禁令の決定(森

林において山羊が新芽を食い荒らすのを、その所

有者に対して禁じる決定など)及びその違反者に

対する罰金の徴収は独占的に領主側が留保してい

る4910

対して一連の判告集中では、放牧地や沼地を始

めとする共有地からの収入を共同体が管理し、共

有地内の山羊の管理にあたる番人に対しては共同

体が手当を支払っている事例が知られる。共有地

における共同体の役割に言及しない場合でも、 1) 
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森林地における領主の家畜飼育権を集落民のそれ

と並置したり、 2)領主の牛・ 山羊の放牧を集落

内のメール所有牧草地に限って認めている条項な

どからは、共同牧地 ・共有林に対する共同体側の

強い立場が推測される。また中には「共同体jが

通過税の徴収を認められていたり、自前のパン焼

き龍や水車を、修繕についても自分達で行うこと

(石の運搬など)を条件に持つことを明記するも

のもあり田)、限られた事例ではあるが、 公布は領

主の代理人に委ねられているものの、共同体側の

判断で禁令を決定する権利が与えられている場合

もあるへ もっとも、慣習法文書とのコン トラス

トを極端に強調することは避けるべきである。例

えば前節で指摘したラインハイムの共同体に関し

てパイリス修道院が作成した判告集の中では、当

該修道院から牧草地と並んで共同体に与えられた

はずのー森林地に関する家畜飼育番<subulcus>

の任命権は領主のみが有しており、また彼らは違

反者からの罰金徴収も行っている問。この点では

判告集にも 、慣習法文書に見られる共有地の見張

りや収穫番役人と類似した領主制的な規制が依然

維持されているということは出来る。また他方、

いくつかの慣習法文書の中で用いられた森林地の

用益権を示す<usus nemoris liberum>なる表現

が、 18世紀段階の国王顧問会議の裁決で、当該集

落の住民による森林地売却を認める根拠とされて

いることを理由に、かかる表現が森林地に対する

住民の実質的な所有権を認めものであったと主張

する意見もあり、無視することは出来ない刷。 そ

れでもこれまでの一連の言及から、判告集が共有

地に関してより具体的にその管理機を集落「共同

体」に委ねている点は確認されよう 。慣習法文書

普及集落を取り囲む社会状況と比較するならば、

判告集作成集落においてはとりわけ共有地の問題

を巡ってより強く「共同体」が意識され、村政に

関わる秩序 ・財産をこの共同体が留保しようとし

ているように思われる。こうした理解を踏まえ次

に、集落をとりまくこうした社会状況と 、判告集

を作り出す判告が行われる場としての裁判集会の

機能がどのような関連の下にあったのかを確認す

る。

V 裁判集会と役人

1 判告集作成集落

判告集を作成する裁判集会の運営に際しての領

主の主導性は、ペランが指摘する通りである。即

ちメール [maire= (scultetus)Jやエシュパン

[色chevin( = syndicus， nuncius， consul， tribuus) J 

は、「領主が望んだ時にはJf(本来領主に対して

忠節 [fidelitasJを以て判告をなすべき)住民全

てに代わって」、裁判集会 [curiaJの日において、

「当該領主と集落の法と慣習について」判告し、

更新しなければならなかった刊。判告自体が数年

間行われていなかった集落もあったから、裁判集

会において判告を成すか否かは領主仮.uの判断にか

かっており、 他方、判告をなすことは当地の領民

に義務づけられていた。もっともその際実際に判

告の宣言を行うのは彼らのうちの一人で、 他の成

員は「彼の記憶がおぼつかない場合において、そ

れを援助したり、いくつかの点について正確を期

すために修正を施すJ。しかしそれでも誤りを犯

す危険性はあるので、彼らには、遺漏を補足した

り過ちを訂正するための猶予期間が与えられる。

もっとも本来ならば、判告は領主または領主の代

理人が行ったある事柄についての問いかけに対し、

メール、エシュパン、あるいは集落の長老衆の誰

かが答え、それを領民全体が唱和することになっ

ていたが、実際には既に作成された判告文をこれ

ら役人層が読み上げ、それが終わると領主ないし

は代理人からの求めに応じて、それが当地の慣習

に従っている旨の領民の賛同の声が挙げられるこ

とで済まされている場合もあり、手続きはかなり

簡略化されていた刷。

ところで、メールやエシュパンは、「領民側が

選出した複数の候補者の中から」領主が選任する

という慎重な手続きで選ばれ、半IJ告をなすだけで

はなく「当該集落の住民及び集落出身の外来者に

対する上級裁判権を除く裁判権」を行使するお)。

ただしアルザス地方のいくつかの集落においては、

「流血をもたらした傷害や殺人Jに関して、領主

もしくはその代理人は、「住民の決定 [sententiaJ

に従って判決をくだすべき」であった問。さら に

彼らは諸賦課の徴収の任にも あたるが、「集会の
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成員は、領主に対して当該集落に割り 当てられ、

メールが徴収すべき賦課の支払いにおいて、全体

で責任を負わねばならない。」国)こうして役人層

は集落民を代表して裁判集会において判告及び裁

判をなし、集会に参加する住民は一方で領主の上

級裁判権限に影響を及ぼしうるとともに、他方で

全体で役人の賦課徴収に協力する存在として現れ

ている。また集落によっては、こうしたメールな

どと同じ機能を果たしたと考えられているパン警

備役 (banwardi)を、こちらは通常領主側が任

命することとされるが、しかし10年間と期限っき

で、年間 1リーブルを支払うという条件の下でこ

の職務を住民に委ねてもらい、住民側がこれを担

う人物を一年の任期で裁判集会において選出する

こともあった刷。

2 慣習法文書普亙集落

(1) 役人層と領主との結びつき

次に慣習法文書普及地域における裁判集会と、

そこでの主要役人について確認する。役人の具体

的な機能に入る前に、'慣習法文書受領集落におい

ては、村政の中心的役割をj寅じるメール・エシユ

パン在任者がその活動において領主側と緊密に結

びつくとともに、彼らの出身階層が固定化しつつ

あることが指摘できる。例えば多く の慣習法文書

が普及したパール伯領においては、プレヴォ職や

諸税徴収の請負に当該領主領下の諸集落における

メール ・エシュパン経験者があたっていること、

また隣のトウール司教領でも、司教マシュー・ ド-

ロレーヌによ って リプルダンに1202年慣習法文書

が与えられた際、当該村落の守護義務が村落内の

騎士に課されると同時に、当該村落の 3名の住民

がその手助けをするよう求められていることが確

認されている刷。

また、 1243年にパール伯テイエボー 2世が集落

オブレヴイルに与えた慣習法文書に対する1295年

の伯アンリ 3世による確認文書の中では、先行す

る文書において<pro bi homines>と表現さ れて

いた箇所が、<scabini， officiales， procuratores 

>と書き換えられており刷、本来別個に選出され

るはずの参審人衆とその他の村方役人とが同一階

層内で重複してきていることをうかがわせる。数

少ない事例ではあるが、アプルモ ン・ダン領主が

授与したいくつかの文書中では、はっきりとメー

ル・エシュパン職への選出に際して、在任者の親

族を除外し同族者の就任を禁じていることから 、

現実にそうした状況が生じていたことがうかがえ

る刷。 更に、両法文書の前文ないしは副署人欄で

は、領民側が① I.・・の共同体JI .・・の住

民JI・・・に居住する者jと表現される場合と

②具体的な名前の列挙が行われる場合の二傾向が

確認されるが、 ①の形式に終始する判告集と比べ、

慣習法文書では①が多いものの、②も散見され、

ここからも個人の名において集落を代表する、集

落内における特定の有力者が存在していたことが

知られる刷。こうしてみると、モンテリアール伯

領内の集落において、慣習法文書授与を伴うこと

なく、 500リーブルの支払いを以て「領主側の役

人もまた住民 (burgenses)でなければならない」

とする取り決めが「フランシーズのため」と称し

て交わされた事例に関しでもへこれだけ切り離

して考えれば、従来言われてきたように役人及び

彼らを介した領主の恋意を制限するものとして理

解されようが田)、 上記の文脈の中で考えるならば、

特定の階層が、領主との取り決めの上で、従来領

主側から派遣されていた役人も含め村政に関わる

諸役人への就任の機会を集中させていった過程を

示す一例と 捉えるこ とも可能で=ある。この時問題

になるのが、 回でその存在が推定された文書購入

に参画する富農層と、上で見た恒常的に村方役人

を輩出する階層との関係である。一致すると考え

るのが妥当であろうが、この点を慣習法文書その

ものから証明するのは、文書購入の経緯から富農

層を、また文書規定から村方役人層をそれぞれ具

体的に特定することが事実上困難であるため非常

に難しい。かろうじて次のような事例が上記の推

論を多少補強する。即ち、 1281年にパール伯の封

臣にして Mercy領主 Rogierは、それぞれ500リー

ブJレと 1500リーブルを支払った集落 Cheni色reと

Cutryに対し、ボーモン系列の特許状を授与した

が、この授与には伯が保証を与えており、その際

集落 Cutryからは 5人の住民が同席した。そし

て名称が特定されるこの 5名に一人を加えた 6名

は、 2年後伯に訴え出ることに よって、集落防備

A
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のための費用を徴収する権限を、領主から認めら

れているのである冊。

(2) 裁判集会と役人の機能換算

慣習法文書全体を概観して先ず7確認されるのは、

比較的詳細に役人層の権限が規定されている一方

で、裁判集会の開催手続きに関する情報が乏しい

ことであり、ここから文書自体は裁判集会制度確

立の契機とはなっておらず、既に文書授与以前に

一定の整備された裁判集会が存在していたことが

推測される。そこで中心的な役割を果たすメール

[maire (= vilicus) JやエシユノTン [色chevin

(=scabini， officiales， boni homines， boni viriJ 

は、「全員の意志に従って [omniumbeneplacitoJJ 

選出される。従来、住民全体の意志に従って村方

役人の選出が行われるというこの規定は、領民に

大きな自治特権を認めたものと見なされてきた問。

具体的な選出手続きを規定した文書によれば、通

常 3~4 人の選挙人を住民が選出し、彼らがメー

ル・エシュパンの全部ないしは一部を選出する間

接選挙であったことが知られる。ここからは、ど

の程度前任者が後任の人事に介入し得たのか判然

としないが、判告集における慎重な役人選出規定

と比較した場合、また役人に関する上述のような

状況を踏まえるならば、かかる規定は、少なくと

も領主側の意図と直ちに対立する人物の選出が想

定されていなかったからこそ認められたと考える

べきである。

裁判集会 (placitum)は領主ないしはその代

理人であるプレヴォーが百集し、住民は一般的には

年 3回とされる集会への参加を、欠席者に対する

平均 6スーの罰金の支払いを以て義務づけられる

が、彼らの面前で判決を下すのはメールないしは

エシュパンであり、またその執行は領主もしくは

その下級役人に委ねられていた刷。この時、規律

違反・不正・犯罪に対して諜される罰金のうち、

一定額はメールないしはエシユノてンが取得してい

る。その割合は様々だが、通常は10%であった

( 6乃至は12デウニエ)刷。集会では彼らは「見、

聞きした全てのことについて常に真実を見きわめ、」

f(封地を含まない)農民保有地に関わる係争」

「商取引や負債に関わる係争Jf (領主の上級裁判

権限に帰属する事犯を除く)その領域において生

じた犯罪」について 「当事者が、当該集落に居住

しているしていないを問わず、集落内で発生した

場合にはjそれを対象と し、証言をなすとともに

(f相続に関する場合には彼らの証言に代わり得る

ものはないjただし「犯罪に関しては住民二人の

証言がメールやエシュパンの証言と 同等の価値を

持つJ)、判決を下す。そ して 「発令された判決に

対して、領主及びその役人はいかなる異議申し立

てもしてはならず、 従わねばならないJ70)。こう

した裁判集会の背景には、「自 由人 (mallum)

は彼らの同輩 (hommedu gens) によ って裁判

される」というフランクの伝統が息づいており、

また土地領主の下に保有者全員が参集して開いた

集会を直接的な起源としているが711、我々は慣習

法文書の規定からこれら役人層がまた次のような

機能を果たすことを知る。即ち政治的には、集落

への新住民の受け入れを、 自身の面前での宣誓強

制や居住-耕作地の手配という形で集落領主に代

わって取り仕切るとともに、「領主及びその他の

人物達との困難な交渉に際して、意見がある時に

は領主側に立ってまたある時には領民側に立って

主張し決定に影響を与える」ことが期待されてい

た72)。また司法的にも裁判官であるばかりではな

く、「最初の出廷通告に応じて法廷に出頭する旨

を誓約した容疑者を、逮捕状態から解放せしめる

ことを領主及びプレヴォに対して要求すること」

が認められていたね)。このような高度な機能、住

民の身体を拘束したり罰金を徴収する権限は、教

会領主が文書授与者となっている場合にもアヴエ

から与えられており、場合によってはアヴエと共

同で窃盗を含む大罪について上級裁判権限

(justitia alta)を行使する場合も知られていたヘ

こうして領民は、裁判集会への参加を欠席に対

する罰金の支払いを以て義務づけられているが、

参加したとしても判告などを通じて自らの意図を

表明する機会は与えられていない。集会は諸々の

裁判を執り行う場に特化 しており、このとき広範

囲に渡る機能を果たすのは、 一定額の裁判収入を

得ることを認められた役人層である。彼らが前節

で見たように特定の階層に集中しているとすれば、

これらは自治の名の下での有力者による集落共同

体管理権の確定という傾向を有していよう 。

-142-



M むすびにかえ て

これまでの検討は、従来の研究が明らかにした

諸点を否定するものではない。慣習法文書は領主 ・

諸侯層の意図を反映しつつ集落の住民に諸特権を

付与したものであろうし、 判告集は、集落民と協

働しながら裁判領主層や領邦君主層の利害をそこ

に反映していったものと言える。しかし両文書の

普及に際して存在する地理的境界線を整合的に理

解していくためにはそれだけでは不十分で、あり、

両文書普及地域における集落、 即ち一連の領主一

領民間の法的活動の舞台となる集落構造の差を考

慮すべきであろうと思われる。 即ち、アルザス ・

ロレーヌ地方においては、社会 ・経済状況の変化

に伴ってその性格と住民構成を変化させつつある

集落において慣習法文書が、また13世紀以降むし

ろ共同体としての凝集性を強めつつあった集落に

判告集が作成され、普及していった。それは判告

集作成地域と比べ償習法文書受領集落における共

同体的な法形成力に対 して多少の疑問を抱かせる

ことになる。 慣習法文書とそこに含ま れる諸特権

が購入されるという 状況は、このような背景の下

で生まれていたのである。

判告集研究にあっては、へjレシャフ トとの緊張

関係の中で発揮されるゲマインデ側のその「集団

的J力量について町、あらためてその重要性を再

認識すべきであろう。 他方慣習法文書研究にあっ

ては、文書受領に よる特権の主たる享受者

( burgenses)とその他の集落内諸階層[農奴 (ser-

vus)、騎士 (miles)、外来者 (extraneus) ]との

関連だけではなくて、burgenses内の階層性 [名

士層 (cocusvillae， capitaneus) と一般農民層

(manu-operarius) ]に注意を払うことが、また

それと関連して集落の共同体的性格なるものを、

より慎重に見きわめることが必要とされてくるだ

ろっ。

判告集は14世紀に成文化が活発化 して以降、そ

の後の多様な政治状況の中で事あるごとに判告を

行うことで、現状に合わない法を是正していく手

続き、即ち「法是正jを重ねて内容を充実させ、

当該地方においては16世紀前半の農民戦争を経て

著しくその影響力を減退させてしまうまで、また
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一般的には領邦権力の確立によってその役目を終

えたとされる17世紀までその実態的な意味を維持

し続けていた。そして、慣習法の判告という手段

を通じてゲマインデとして積極的に国制に関与し

得た農民及び村落共同体の意義が近年再評価され

つつある耐。 他方慣習法文書は、 14世紀に授与の

盛期を過ぎた後は、領主の交代に伴う確認文書の

更新という形で領主一領民関係を規定していく 。

この時諸侯層は、支配領域の法的統ーを意図して

慣習法文書授与を通じたシェフ・ド・サンス改革

を試みるが挫折し、その後はフランス王国におけ

る王権の伸長とともに王権側が主導し国王官僚が

実務を担う形で、各地の慣習法の成文化作業が進

行していく円}。 このとき王国内の農民、村 落共同

体はいかなる形でその動きに関与 し得た、あるい

はし得なかったのであろうか。両文書の機能を先

駆的に比較したペランの問いかけ 「判告集は ドイ

ツの法的慣習に深く根ざ したものなのではない

か」閣 は、その後の研究では殆ど無視されてき た

が、当時の経済、社会状況の変化への適切な配慮

を踏まえて考慮されるな らば、 我々 は改めてこの

問いかけを出発点としうるように思われる。そし

て両文書の歴史的意義をめぐる議論もこの点に関

して詳細になされることで、よ り豊かな成果を得

ることが則f寺されるのではないだろうか制。
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Chartes de franchises et rapports de droits 

en Alsace-Lorraine (XIII e - XIV · siècle) 

Michiya SUZUKI 

Cet a rticle vise à éclairer le pouvoir législatif du peuple par la com paraison entre la char te de fran 

chises et le rapport de droi ts en Alsace-Lorraine au XIW et XIV ' siècles . J'ai cherché une amorce de 

solution dans la caractère légale des local ités aff ranchies . 

On peut observer ,dans la procédure d'achat d'une charte et le rôle considérable des riches bourgeois 

dans l'administration de la sseigneurie com me des agent seigneuriaux, que les villes affranchies pa r 

des cha rtes de fr anchises aient traversé une réorganisation de la condition juridique et sociale et une 

différenciation des couches . 

En som me, je présume que, da ns les villes affranchies par des chartes de fr a nchises, les habitants 

a ient eu moins de légis la tif co llectif que eux octroyés des rapports de droits. 
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